
                     4 

  １－６  規制基準     (1)  規制基準の設定状況    ① 特定悪臭物質による濃度規制             （注） ◎：規制基準あり 特 定 悪 臭 物 質 規制基準設定の有無   敷地境界線 気体排出 施設排出口 排出水  硫化水素 ◎ ◎ ◎  アンモニア,トリメチルアミン,プロピオンアルデヒド,  ノルマルブチルアルデヒド,イソブチルアルデヒド,  ノルマルバレルアルデヒド,イソバレルアルデヒド,  イソブタノール,酢酸エチル,メチルイソブチルケトン,  トルエン，キシレン ◎ ◎        メチルメルカプタン，硫化メチル，二硫化メチル ◎  ◎      アセトアルデヒド,スチレン,プロピオン酸,ノルマル酪    酸，ノルマル吉草酸，イソ吉草酸 ◎       ② 臭気指数規制 臭 気 指 数 規 制 敷地境界線 気体排出 施設排出口 排出水  臭気指数 ◎ ◎ ◎ 《参考図》           事業場に係る悪臭の規制基準                                              【拡散】                                                                 【最大着地濃度】             

   事 業 場  水路等 
気体排出口の規制基準 敷地境界線の規制基準 排出水の 規制基準 
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 （2）特定悪臭物質による濃度規制基準      ① 敷地境界線の地表における特定悪臭物質の規制基準（濃度の許容限度）  番号 特定悪臭物質 規 制 基 準 (ｐｐｍ)    １   アンモニア      １          ２    メチルメルカプタン      ０.００２      ３   硫化水素      ０.０２          ４   硫化メチル      ０.０１          ５   二硫化メチル     ０.００９        ６   トリメチルアミン      ０.００５        ７   アセトアルデヒド      ０.０５          ８   プロピオンアルデヒド      ０.０５       ９   ノルマルブチルアルデヒド      ０.００９    １０   イソブチルアルデヒド     ０.０２     １１   ノルマルバレルアルデヒド      ０.００９    １２   イソバレルアルデヒド     ０.００３    １３   イソブタノール     ０.９      １４   酢酸エチル     ３        １５   メチルイソブチルケトン     １        １６   トルエン    １０        １７   スチレン      ０.４         １８   キシレン     １        １９    プロピオン酸      ０.０３        ２０    ノルマル酪酸      ０.００１      ２１    ノルマル吉草酸      ０.０００９    ２２    イソ吉草酸      ０.００１          ② 気体排出施設の排出口における特定悪臭物質の規制基準（流量の許容限度）  規制対象物質    アンモニア，硫化水素，トリメチルアミン，プロピオンアルデヒド，ノルマルブチルアルデヒド，イソブチルアルデヒド，ノルマルバレルアルデヒド，イソバレルアルデヒド，イソブタノール，酢酸エチル，メチルイソブチルケトン，トルエン，キシレン 
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 規制基準                         

 特定悪臭物質の種類ごとに，次の式により算出して得た流量を許容限度とする。    ｑ＝０．１０８×Ｈｅ2・Ｃｍ      ｑ ：流量（単位:Ｎｍ3／時）     Ｈｅ：次式により補正された排出口の高さ（単位:ｍ）     Ｃｍ：法第４条第１項第１号の規制基準（敷地境界線の地表における規制      基準）として定められた値（単位:ｐｐｍ）     なお，補正された排出口の高さが５ｍ未満の場合は，この式は適用しない。       排出口の高さの補正は，次の式により算出する。    Ｈｅ＝Ｈｏ＋０．６５（Ｈｍ＋Ｈｔ）             0.795 Ｑ・Ｖ       Ｈｍ＝                          1＋2.58／Ｖ           Ｈｔ＝2.01×10-3Ｑ・(Ｔ－288)・(2.30logＪ＋1/J－1)                       1             Ｖ          Ｊ  ＝      (1460－296×      )＋1                Ｑ・Ｖ                Ｔ－288       Ｈｏ：排出口の実高さ（単位:ｍ）           Ｑ  ：１５℃における排出ガスの流量（単位:ｍ3／秒）           Ｖ  ：排出ガスの排出速度（単位:ｍ／秒）       Ｔ  ：排出ガスの温度（単位:Ｋ）       ③ 排出水に含まれる特定悪臭物質の規制基準（濃度の許容限度）  特定悪臭物質 排出水中の濃度の許容限度（ｍｇ/ｌ）              排出水の量 Ｑ≦１０-3 １０-3<Ｑ≦１０-1 １０-1<Ｑ     メチルメルカプタン       ０.０３       ０.００７   ０.００２     硫化水素       ０.１       ０.０２   ０.００５     硫化メチル       ０.３       ０.０７   ０.０１     二硫化メチル       ０.６       ０.１    ０.０３    （注） Ｑ：事業場から敷地外に排出される排出水の量（単位：ｍ3／秒）
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（３）臭気指数基準   ① 敷地境界における基準 区 域 の 区 分 許容限度 (臭気指数) 広 島 市 
第１種区域 都市計画法第 8 条第 1 項第 1 号に規定する第一種低層住居専用地域，第二種低層住居専用地域，第一種中高層住居専用地域，第二種中高層住居専用地域，第一種住居地域，第二種住居地域及び準住居地域の定めのある地域 １０ 第２種区域 都市計画法第 8 条第 1 項第 1 号に規定する近隣商業地域，商業地域及び準工業地域の定めのある地域並びに同号に規定する用途地域の定めのない地域であって第 3 種区域に該当する区域を除く区域 １３ 第３種区域 都市計画法第 8 条第 1 項第 1 号に規定する工業地域及び工業専用地域の定めのある地域並びに都市計画法第 5 条に規定する都市計画区域の定めのない地域 １５ 福 山 市 第１種区域 都市計画法第 8 条第 1 項第 1 号に規定する第一種低層住居専用地域，第二種低層住居専用地域，第一種中高層住居専用地域，第二種中高層住居専用地域，第一種住居地域，第二種住居地域及び準住居地域の定めのある地域 １２ 第２種区域 都市計画法第 8 条第１項第１号に規定する近隣商業地域，商業地域，準工業地域及び工業地域の定めのある地域並びに同号に規定する用途地域の定めのない地域並びに同法第 5 条に規定する都市計画区域の定めのない地域 １５ 第３種区域 都市計画法第 8 条第 1 項第 1 号に規定する工業専用地域の定めのある地域 １８ 三次市 東広島市 都市計画法第 8 条第 1 項第 1 号に掲げる第一種低層住居専用地域，第二種低層住居専用地域，第一種中高層住居専用地域，第二種中高層住居専用地域，第一種住居地域，第二種住居地域及び準住居地域の定めのある地域 １２ 都市計画法第 8 条第 1 項第 1 号に掲げる近隣商業地域，商業地域，準工業地域，工業地域及び工業専用地域の定めのある地域並びに用途地域の定めのない地域 １５ 
庄原市 都市計画法第 8 条第 1 項第 1 号に掲げる第一種低層住居専用地域，第二種低層住居専用地域，第一種中高層住居専用地域，第二種中高層住居専用地域，第一種住居地域，第二種住居地域及び準住居地域の定めのある地域 １２ 都市計画法第 8 条第 1 項第 1 号に掲げる近隣商業地域，商業地域，準工業地域，工業地域及び工業専用地域並びに用途地域の定めのない地域並びに同法第 5 条に規定する都市計画区域の定めのない地域 １５ 

廿日市市 都市計画法第 8 条第 1 項第 1 号に掲げる第一種低層住居専用地域，第二種低層住居専用地域，第一種中高層住居専用地域，第二種中高層住居専用地域，第一種住居地域，第二種住居地域及び準住居地域の定めのある地域 １２ 都市計画法第 8 条第 1 項第 1 号に掲げる近隣商業地域，商業地域，準工業地域及び工業地域の定めのある地域並びに用途地域の定めのない地域 １５ 安芸高田市  向原町の地域 １５ 北広島町,世羅町，神石高原町  全  域 １５     
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② 気体排出口における基準    １ 次の各号の排出口の高さの区分ごとに，各号に定める方法とする。      ただし，排出ガスの臭気指数は，①の基準として定める値以上でなければならない。    一 排出口の実高さが１５メートル以上の施設 次に定める式により臭気排出強度（排出ガスの臭気指数及び流量を基礎として，環境大臣が定める方法により算出される値をいう。以下同じ。）の量を算出する方法    イ 次に定める式により臭気排出強度の量を算出するものとする。       ｑｔ ＝（60×10Ａ）／Ｆmax         Ａ ＝ （L／10）－0.2255        ｑｔ ：排出ガスの臭気排出強度(単位：０℃，1気圧の状態に換算した ｍ3／分)        Ｆmax：別表に定める式により算出されるＦ（ｘ）(単位：０℃，１気圧の状態における           臭気排出強度１ｍ３／秒に対する排出口からの風下距離（ｘ）ｍにおける地上で           の臭気濃度）の最大値（単位：０℃，1気圧の状態に換算した 秒／ｍ3） ※ ただし，Ｆ（ｘ）の最大値として算出される値が，一を排出ガスの流  量（単位：０℃，１気圧の状態に換算したｍ3／秒）で除した値を超える  ときは，一を排出ガスの流量で除した値とする。         Ｌ：法第 4 条第 2項第 1 号の規制基準（敷地境界線の地表における規制基準） として定められた値（臭気指数）     ロ イに規定するＦmax の値は，次に掲げる場合の区分に応じて，それぞれ次の条件により算出     するものとする。  （ｲ）次項に定める方法により算出される初期排出高さが，環境大臣が定める方法により算出される周辺最大建物に，（対象となる事業場の敷地境界内の建物（建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 2 項第 1 号に定める建築物及び建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 338号）第 138 条第 3 項で指定する工作物をいう。）で，排出口から当該建物の高さの 10 倍の距離以内の範囲に当該建物の一部若しくは全部が含まれるもののうち，高さが最大のもの。以下同じ。）の高さ（以下「周辺最大建物の高さ」という。）の２．５倍以上となる場合      ⇒ 排出口からの風下距離が排出口と敷地境界の最短距離以上となる区間における最大値 （ﾛ）次項に定める方法により算出される初期排出高さが，周辺最大建物の高さの２．５倍未満となる場合     ⇒ 排出口からの風下距離ｘがただし書きにより定めるＲ以上となる区間における最大値     ※ ただし，Ｒは排出口と敷地境界の最短距離と，環境大臣が定める方法で算出され         る周辺最大建物と敷地境界の最短距離のうち，いずれか小さい値  
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  二 排出口の実高さが１５メートル未満の施設     次の式により排出ガスの臭気指数を算出する方法      Ｉ＝ １０×ｌｏｇＣ      Ｃ＝ Ｋ×Ｈｂ２×１０B       Ｂ＝ Ｌ／１０        Ｉ：排出ガスの臭気指数        Ｋ：次表の左欄に掲げる排出口の口径の区分ごとに，同表の右欄に掲げる値。          ただし，排出口の形状が円形でない場合，排出口の口径はその断面積を円形          とみなしたときの直径とする。 排出口の口径が０．６メートル未満の場合 ０．６９ 排出口の口径が０．６メートル以上 ０．９メートル未満の場合 ０．２０ 排出口の口径が０．９メートル以上の場合 ０．１０          Ｈｂ：周辺最大建物の高さ（単位：ｍ）。ただし，算出される値が１０未満である           場合又は１０以上であって排出口の実高さ（単位：ｍ）の値の１．５倍以上           である場合には，第 1欄に掲げる算出される値の大きさ及び第２欄に掲げる           排出口の実高さごとに，同表の第３欄に掲げる式により算出される高さ           （単位：ｍ）とする。 １０未満  ６.７メートル以上 １０メートル ６.７メートル未満 排出口の実高さの１.５倍 １０以上であって排出口の実高さ（単位：ｍ）の値の１.５倍以上  排出口の実高さの１.５倍         Ｌ：法第 4 条第 2項第 1 号の規制基準として定められた値     ２ 初期排出高さの算出は，次式により行うものとする。ただし，当該方法により算出される値    が排出口の実高さの値を超える場合，初期排出高さは排出口の実高さ（単位：ｍ）とする。       Ｈｉ＝Ｈ0 ＋ ２（Ｖ－１．５）Ｄ         Ｈｉ：初期排出高さ（単位：ｍ）         Ｈ０ ：排出口の実高さ（単位：ｍ）              Ｖ ：排出ガスの排出速度（単位：ｍ／秒）         Ｄ ：排出口の口径（単位：ｍ）            ただし，排出口の形状が円形でない場合には，Ｄはその断面積を円形とみな           したときの直径とする。  
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    別表  Ｆ（ｘ）の算出           １          －（He（X））2   Ｆ＝           exp        ３．１４σy・σz        ２σz2    この式において，Ｘ，σy，σz及び He（X）は，それぞれ次の値を表すものとする。   Ｘ  ：排出口から風下距離（単位：ｍ）   σy ：環境大臣が定める方法により周辺最大建物の影響を考慮して算出される，排出口       からの風下距離に応じた排出ガスの水平方向拡散幅（単位：ｍ）   σz ：環境大臣が定める方法により周辺最大建物の影響を考慮して算出される，排出口       からの風下距離に応じた排出ガスの鉛直方向拡散幅（単位：ｍ）   He（X）：次式により算出される，排出口からの風下距離に応じた排出ガスの流れの中心        軸の高さ（単位：ｍ）。ただし，次式におけるＨｉと△Ｈｄの和が周辺最大建        物の高さの０．５倍未満となる場合，０メートル。         Ｈe（ｘ）＝Ｈｉ＋△Ｈ＋△Ｈｄ           Ｈｉ:第２項に掲げる方法により算出される初期排出高さ（単位：ｍ）          △Ｈ :環境大臣が定める方法により算出される，排出口からの風下距離   に応じた排出ガスの流れの中心軸の上昇高さ（単位：ｍ）   △Ｈd：次式の左欄に掲げる初期排出高さの区分ごとに同表の右欄に掲げ      る式により算出される周辺最大建物の影響による排出ガスの流れ      の中心軸の低下高さ（単位：ｍ）  ＨｉがＨｂ未満の場合 －１．５Ｈｂ  ＨｉがＨｂ以上Ｈｂの２．５倍未満の場合 Ｈｉ－２．５Ｈｂ ＨｉがＨｂの２．５倍以上の場合 ０       この表において，Ｈｉは第２項に掲げる方法により算出される初期排出高さ      （単位：ｍ）を，Ｈｂは周辺最大建物の高さ（単位：ｍ）を表すものとする。   ③ 排出水における基準     Iｗ ＝ Ｌ ＋ １６           Ｉｗ：排出水の臭気指数        Ｌ ：事業場の敷地境界線における規制基準として定められた値 【①の値】    １－７  その他     (1) 事故時の措置（法第１０条） 規制地域内に事業場を設置している者は，当該事業場において事故が発生し，悪臭原因物の排出が規制基準に適合せず，又は適合しないおそれが生じたときは，直ちに，その事故について応急措置を講じ，かつ，その事故を速やかに復旧しなければならない。   (2)  悪臭が生ずる物の焼却の禁止（法第１５条） 何人も，住居が集合している地域においては，みだりに，ゴム，皮革，合成樹脂，廃油その他の燃焼に伴って悪臭が生ずる物を野外で多量に焼却してはならない。    (3) 水路等における悪臭の防止（法第１６条） 下水溝，河川，池沼，港湾その他の汚水が流入する水路又は場所を管理する者は，その管理する水路又は場所から悪臭が発生し，周辺地域における住民の生活環境が損なわれることのないように，その水路又は場所を適切に管理しなければならない。 


